特定非営利活動法人　地域障がい活動舎 あしの会　定款

第１章　総則

(名称)

第１条　この法人は、特定非営利活動法人　地域障がい活動舎 あしの会と称する。

(事務所)

第２条　この法人は、主たる事務所を札幌市豊平区豊平四条十三丁目１番４７号に置く。

第2章　目的及び事業

(目的)

第３条　この法人は、小規模作業所運営を通じて様々な事業を行い、障がい当事者の社会参加と自立支援を応援し、それに関わるサービスを提供していくことと、障がい当事者が社会参加することによって地域のバリアフリー化が進み、健常者も障がい者も一緒の社会で協働し、一般社会に寄与することを目的とする。　

(特定非営利活動の種類)

第４条　この法人は第３条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
（１）　保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（２）　社会教育の推進を図る活動

（３）　まちづくりの推進を図る活動

（４）　人権の擁護又は、平和の推進を図る活動

（５）　情報社会の発展を図る活動

（６）　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

（７）　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の　　　　活動

(事業)

第５条　この法人は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）　特定非営利活動に関わる事業

①　札幌市小規模作業所運営事業

②　授産製品の作成･販売　

③　データー入力事業

④　印刷･製本作業

⑤　広報活動事業

⑥　障がい者相談事業

⑦　居宅介護支援事業等
第3章　会員

第６条　この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法｣という。)上の社員とする。

(１）　正 会 員　この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体　

（２）　賛助会員　この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第７条　会員の入会については、特に条件は定めない。

２　会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

３　理事長が前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第８条　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第９条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

２　本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅あるいは解散したとき。

３　2年以上会費を滞納したとき

４　除名されたとき

(退会)

第１０条　会員は、理事長が別に定める脱退届を理事長に提出して、任意に退会することが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できる。
(除名)

第１１条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

①　この法人の定款等に違反したとき。

②　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第１２条　既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章　役員及び職員

(役員)

第１３条　この法人に次の役員を置く。

（１）　理事　５名以上１３名以内とする
（２）　監事　１名以上２名以内とする

２　理事のうち１名を理事長とする。

　３　理事のうち専務理事１名・副理事長２名をおくことができる。
第５章　総会

(種別)

第14条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条　総会は、正会員をもって構成する。
(権能)

第6章　理事会
(構成)

第16条　理事会は理事をもって構成する。

(機能)

第17条　理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

　　　（１）　事業計画及び収支予算並びに変更

（２）　総会に付議すべき事項

（３）　総会の議決した事項の執行に関する事項

（４）　その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)　

第７章　資産及び会計

(資産の構成)

第18条　この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

　　　（１）　設立当初の財産目録に記載された資産　　（２）　入会金及び会費

　　　（３）　寄付金品　　　　　　　　　　　　　　　（４）　財産から生ずる収入

　　　（５）　事業に伴う収入　　　　　　　　　　　　（６）　その他の収入

第８章　定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第19条　この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の多数による議決を経、かつ、法２５条第３項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

（1） 主たる事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わないもの）

（2） 資産に関する事業

（3） 公告の方法

    　
入会金及び会費

　定款第６条及び第８条による会員の会費を次のように定める。

　　　　　ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
　正会員　　年会費　個人会員とも　5.000円
　団体会員　年会費　　　　　　　  10,000円

　賛助会員　年会費          1口  1,000円

